
電 気 事 業 者 に よ る 新 エ ネ ル ギ ー 等 の 利 用 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 第 二 十 条 各 号 に 規 定 す る 手 続 を 行

う 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 係 る 基 準  

平 成 十 四 年 経 済 産 業 省 告 示 第 四 百 十 号 

平 成 十 四 年 十 二 月 六 日 公 布  

平 成 十 五 年 二 月 三 日 一 部 改 正 

平 成 十 五 年 二 月 十 三 日 最 終 改 正 

平 成 十 五 年 四 月 一 日 施 行  

 電 気 事 業 者 に よ る 新 エ ネ ル ギ ー 等 の 利 用 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 経 済 産 業 省 令 第 百 十 九 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 十 条 各 号 に 規 定 す る 手 続 を 行 う 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

機 能 の す べ て を 備 え た も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 経 済 産 業 大 臣 が 交 付 す る ソ フ ト ウ ェ ア 又 は 規 則 第 二 十 条 に 規 定 す る 経 済 産 業 大 臣 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算

機 か ら 入 手 し た ソ フ ト ウ ェ ア を 用 い て 、 同 条 に 規 定 す る 経 済 産 業 大 臣 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 手 し

た 基 準 利 用 量 届 出 様 式 、 電 気 事 業 者 の 氏 名 等 変 更 届 出 様 式 、 口 座 開 設 届 出 様 式 、 口 座 に 関 す る 氏 名 等 変 更



届 出 様 式 、 口 座 廃 止 届 出 様 式 、 新 エ ネ ル ギ ー 等 電 気 相 当 量 記 録 届 出 様 式 、 新 エ ネ ル ギ ー 等 電 気 相 当 量 の 減

量 又 は 増 量 届 出 様 式 、 基 準 利 用 量 の 減 少 申 請 様 式 、 新 エ ネ ル ギ ー 等 発 電 設 備 認 定 申 請 様 式 、 新 エ ネ ル ギ ー

等 発 電 設 備 変 更 認 定 申 請 様 式 、 新 エ ネ ル ギ ー 等 発 電 設 備 廃 止 届 出 様 式 、 新 エ ネ ル ギ ー 等 発 電 設 備 氏 名 等 変

更 届 出 様 式 及 び 義 務 履 行 量 届 出 様 式 に 入 力 で き る 機 能 

 二 規 則 第 二 十 条 に 規 定 す る 経 済 産 業 大 臣 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 通 信 で き る 機 能 

 


